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西欧申世初期農村史研究の新しい

波J・P・ドヴロワの近業に寄せて

丹 下 栄

 1965年にA．フルピコルストがスポレート・で行った報告，「中世初期フラ

ンスにおける古典荘園制の生成」（'）に導かれた西欧中世初期農村史の研究

は，近年新たな段階へと一歩を踏みだした（％その原動力となったのがポ

リプティクー所領明細es一一の研究であるb歴史家は再びポリプティク

を手にとり，その文言を詳細に検討することによって個々の所領の具体的

様相を読みとる作業を続けてきたが，そのなかで2つの問題が強く認識さ

れるようになった。まず，史料の読みとりが微細にわたればわたるほど，

そこに読み手の主観が入りこむ可能性も大きくなり，ついには歴史家の恣

意によって史料の証言が歪曲きれる危険にまでつながっていくこと，そし

て現在用いられている刊本の多くが史料批判の点で欠陥を持っていること。

こうした問題を無視したまま研究を続けるかぎり，その成果は一見いかに

豊かに見えても，実際には砂上の楼閣でしかないという共通認識の成立，

それが新たな段階への一歩ということの意味内容である。

 こうした状況のなかで最も注目すべきもののひとつは，ベルギーの中世

史家，J．P．ドヴロワの近業であろう。1982年に学位論文，「中世初期農

村史研究一800～1050年。ランス，ザン・レミ修道院とロップ，サン・

ピエール修道院」（3）を完成したドヴロワは，学位論文作成の一環として両

修道院のポリプティク（4）を新たに校訂し，さらに，その成果をより一般的

な考察へと昇華させた2っの論文，「中世初期ベルギー南部における所領

類型論のために」（5），「ランスの初期ポリプティク。7～9世紀」（6）を発表し
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ているが，これら一連の業績は，手法の厳密さと考察の大胆さとの絶妙な

バランスによって，甲謡初期農村史研究のこれから進むべき道を照らして

いる。そして，西欧中世初期農村史研究をめぐる学問状況の困難さと，そ

れにもかかわらずほのかに見えている希望とが，歴史研究一般が置かれた

状況と無関係ではない以上，ドヴロワの業績は，すべての歴史研究者によ

って吟味きれ，摂取されるべきものと考えられる。以下，ドヴロワの論点

を紹介工ノていこうとする意図は，上に述べたような認識に根ざしている。

                rk

 ドヴロワの研究領域は多岐にわたり，中世初期農村史にかかわる業績も

3つの層に区分するこ．とができる。まず①特定の問題関心に貫かれたポリ

プティクを素材とする研究。ポリプティクのなかにこめられた証言をもれ

なく，正確に読みとろうとする指向は，②ポリプティクの，より深い解読

を可能にする新しい刊本の作成，③ポリプティクの史料価値，ひいては史

料と歴史家との関係の根本的再検討・へと彼を導いて恥？たのである。こ

のように，ドヴロワにおいては，、史料編纂という地味で忍耐と専門的二二

を必要とする仕事と，それをふまえての考察の輝かしさとが，内的必然性

によってしっかりと結びつけられていることを・まず確認して挙かねばな

らない。この稿では，・主に②と③の層にかかわる彼の最近の業績のうち，

サン・レミ修道院所領の研究を中心としてとりあげることにする。'，

                rk

 まずランスに所在するサン・レミ修道院のポリプティクの新しい刊本を

見よう。このポリプティクは，1853年にはB．ゲラールによる刊本（Z）が世

に出，サン・．ジェルマン・デ・プレ修道院およびプリュム修道陛のそれと

並んで，最も重要なポリプティクのひとつときれてきたのにもかかわらず，

研究の対象として多くの歴史家の関心をひきつけていたとは必ずしもいえ

ない状態にあった。その理由はきまぎまに考えられるが，原本カミ失われ，

遺されていた写本もーポリプテ1ク以外の「不純物」を多数包みこんでいた

ことが，歴史家のこの史料に対する冷淡さにつながっ，たことは否定できな
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い。新しい刊本を作るにあたってドヴロワがとった基本方針は，ポリプテ

ィク本体と「不純物」との全体を文書集合体としてとらえ，それぞれの構

成要素がいっs'いかなるいきさつで作成されたのかを可能なかぎり明らか

にすると同時に，それらがどのような過程をへてひとつの集合体にまとめ

られたかを検討し，それによって史料と現実社会とのかかわりのさまを，

正しく認識しょうとすることであった。この基本方針は，単に刊本作成作

業ばかりでなく，彼のあらゆる研究に底流として存在しているということ

ができる。刊本につけられた長大な序文によって，私たちはドヴロワの作

業と思考をあとづけることができる。

 サン・レミ修道院のポリプティクは，前述のように原本はすでに失われ，

現在は18世紀の写本が残らているだけである。この写本は18世紀後半に行

方不明となった原本を忠実に，しかも細心の注意をはらって筆写したもの

と，多くの歴史家によって一致して認められている。ドヴロワもまた，こ

の写本のできばえを高く評価したうえで（8｝，きらに一歩進んで，写本に註

記された原本のページ割や筆跡のちがい，原本を実際に手にとって見た18

世紀の学者の記録を援用して，原本の構成を再現しようと試みている。

 彼によれば，原本は①ポリプティク本体（11世紀初めの筆跡），②第1

の租税台帳（①とほぼ同時期の筆跡），③第2の租税台帳（①②よりかな

り後代の筆跡）の3部分が一巻に綴じあわされたもので，①は，実際には

9～10世紀の文章を注意深く筆写したものであった（9）。

 ところで①の部分は同一の筆蹟で書かれてはいるが，実際にはいぐつか

の文書の集合体である。'ドヴロワはそれを，原本は2枚の羊皮紙を重ねて

二つ折にした，すなわち8ページの折を綴じあわせたものだという仮説に

たうて次のように整理しているao）。

 ＠第1の折。ーポリプティクの冒頭部分（ゲラール版の1～V章）。V章は

語の中途，ちょうど折が変るところでとぎれている。したがって本来は第

1の折に続いていV「章の続きを書いた折があらた筈である6
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 ⑮第2～4の折。サン・ティモテ教会のポリプティク（VI～Xa章），サ

ン・コーム教会のポリプティク（Xb章），サン・レミ教会のporterieに十

分の一雨徴収権カミ与えられた場所のリスト。折の構成のうえからも収入の

使途のうえからも，ひとつの完結した文書集合体をなす。

．◎第5の折。ポリプティクに追加された2荘園の記録（XI～XII章）。1

その余白を利用して③にあたる第2の租税台帳が書きはじめられている。

 ここでドヴロワは次のような注目すべき仮説を呈示している㈲。③の，

第2の租税台帳が書かれた折は，第1㌻5の折を一巻にまとめる際に表紙

に用いられたものであり，それで③がポリプティクに先行する場所に位置

するようになった，というのである。この仮説がもし正しいとすれば，そ

こからさまぎまに興味ぶかい問題が引きだされる筈であるが，その可否を

検証することは，現段階では不可能としなくてはならない。いわば裏表紙

として用いられたページは切りとられ，第6～7の折にあたる第1の租税

台帳が由みこまれた後に，・⑥ポリプティクの後半部分（XIV～XXV章）と，

後代に追加された章（XXVII～XXVIII章）が続く，というのがドヴロワ

の想定する原本の構成である。

 こうした彼の考察に関して，再び強調しておかねばならないのは，ポリ

プティクの間に試みこまれた多種多様な文書を「不純物」として排除しよ

うとする意図が全く認められないことである。むしろそれらは，ポリプテ

ィクの動態的分析や，史料と現実社会との関係を測定する際に有力な手が

かりを与えるものとして，積極的に利用されることになるのである。その

様子は以下の行論のなかで明らかになるだろう。

 原本の構成についての仮説を呈示したのに次いで，ドヴロワはそれぞれ

の構成要素の作成年代，内容などの検討に移る。まず，ポリプティク本体

については，これを1～V章，XIV～XXVI章とに分けて考えるべきで，

前者については，このポリプティクの作成年代を早くても848年以降とす

る通説は妥当しない，というan。．その根拠は次のとおりである。まず，こ
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の部分は後半部と比べると；明らかに書式カミ異り，'これだけ独自に作成さ

れたと考えなくてはならない。こう指摘したうえで彼が唱える仮説も，注

目すべき1ものである。ま．ずドヴロワ・は，bos aquensisという名目の貨幣

支払規定がポリプティクの前半部には全く現れないことに着目する。bos

aquensisとは's本来ランス教会の保有民カミアt一・…ヘンの宮廷のために履行

する負担であるとするゲラ～ルの説が正しいとすれば，『ランス教会史』㈹

のなかにフロドアルドゥスが記している，ルイ敬感心が・816～25年の間の

時期にランス大司教に対してアーヘン所在の宮廷におけるすべての義務を

免除し，シャルル禿頭王がその免除を確認したという事情との整合性が問

題となる。ドヴロワはこう主張する。ルイ敬慶帝から義務を免除される以

前，bos aquensi＄という名目の下にランス教会の保有民は直接アーヘンの

宮廷に労働を給付していた。したがってこの負担はランス教会1サン・レ

ミ修道院の収入とは全く関係はなく，したがってポリプティクにも記載さ

れなかった。ところが宮廷における義務が免除された後この負担は金納化

され，教会は相変らず同じ名目で貨幣を徴収したままア…一一ヘンには送致せ

ず，実質的にわがものとするようになった。ポリプティクにbos aquensis

という負担が記載きれたのはこのような事情によるのであり，したがって

この負担への言及を全く欠くポリプティクの前半部は，816～25年忌り以

前の時期に作られていなくてはならない。この時点では記録の対象は領主

直領地とマンス保有民，それに彼らの負担だけに限られていた。土地を保

有しない従属民の記録や荘園e“との収入の合計は後になって，おそらくポ

リプティクの後半部が作成された時の追補であるω。この仮説もまた，，当

否を検証することは不可能であるが，その魅惑を否定するのは，これまた

不可能といわねばならない。

 ポリプティクの後虚心については，ドヴロワは通説を承認し，848年以

降の作成であるとしている仁％このようにポリプティクは816～25年以前に

作られた5章，848年以降に作られた13章（他に散扶した章がある）とい

う2つの部分から成っていると想定したうえで1彼は，'両者の間には文書
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作成理念や所領への関心の向けかたに大きなちがいがあり，それは7世紀

から10世紀に至るランス地方の社会構造の変動とふかく結びついていると

いう論を展開しているが，これについては後で立ちかえることにしょう。

 ポリプティク本体に関しては，もうひとつ，これが86i年以前に作成さ

れたとする説の当否を検討する仕事が残っている。しかしこの問題を扱う

には，ポリプティクに追加，挿入きれた「不純物」をめぐるドヴロワの論

を追っていくのが近道である。

 ポリプティクにつけ加えられた「不純物」は，2っの租税台帳（XIII，

XXIX章）を別としても，ポリプティクへの追加部分（XI～XII章および

XXVII～XXVIII章），サン・ティモテ教会のポリプティク等の集合体

（第2～4の折，VI～X章）に区分できる。まずポリプディクへの追加

部分を，ドヴロワはこう分類する。

 ①XI章Nanteui1・1a・FosseおよびXII章Tassy。両者は同じ折に連続し

て書かれているところがらして，同時にポリプティクに編入されたもので

あろうtW。ただしその書式，文書の関心の方向は大きく異っている。 XI章

の書式はポリプティク本体のそれとほぼ同一であるのに対し，XII章では，

「自由身分のマンスが……ある。名々……の負担を履行する。轡という書

式が使われている。この書式は他にはXXVIII章の第3部で現れるだけで，

ポリプティク本体では全く用いられていないが，サン・ベルタン修道院の

ポリプティクは全面的にこのやりかたで保有地と負担を記している。ドヴ

ロワは，XXVIII章についての考察のなかでこの書式の問題にふれ，ラン

ス地方における社会構造の変化との関係を読みとろうとしているが，その

見解がXII章にも妥当するかどうかについては，沈黙を守っている。

 ゲラ'一ルがXXVII章とした部分には，一見2っの合計欄があるように

見えるが，これはあまりにも奇矯である。ドヴロワの仮説＠ではiこのう

ち後の方にある合計は，Longvi11eがサン・レミ修道院領となり，XXVII

章、（前の方にある合計まで）がポリプティクに追加されたのち，ポリプテ
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kクには記載されでいない修道院近隣の荘園の生産高め合計を調査し，'と

こた編入したも』のである。彼によれば，修道院近隣には支配権が十分行き

わたっているため，あえてポリプティクに記録を残す必要ぽないが；収穫

高だけは確認しておぐ必要があり，そとで収穫高の合計だけをポリプデ才

クにづけ加えた，というてとになる。もちろんこの考えは，あくまで仮説

にとどまる。

 ②XXVIII章Cond6-sur-Marneの荘園群。これに関するドヴtiワの論は，

研究者にとって見逃せない論点を多数含んでいる。ここはポリプティク追

加部分の4荘園（群）のうち，唯一サン・ーレミ修道院に帰属した年代が判

明している場所である。すなわち修道院に寄進，あるいは返還されたのが

861年，そして922～25年に修道士用財産として割りあてられたことが確認

され，この荘園群が追加部分に含まれていることが，ポリプティク本体が

861年以前に作成されたとする説の根拠とな6ていた。

 この点についてドヴロワは，'この章がポリプティクに追加されたのは，

土地を取得した861年ではなく，それが修道士用財産となった922-25年の

時点であると主張し，ポリプティクの成立が861年以前でなくてはならな

いとする説を否定しているOO）。

 次いで』ドヴロワは，以下のような仮説を示すoo。3部分に分れたこめ章

の第1部は領主直領地および保有民と彼らの負担の記録であるが，そこに

…… ≠獅モ奄撃撃＝iあるいは一一 seruus） Sigiberti de Trepa110 per praeceptum

regisという文言が3箇所現れる。これは彼によれば，当該の人物が「王

の命により」，トレパルのシギベルト・ウスなる人物の従者となっていると

いう状態を表しているが，こうした王権の介入は，Cond6・sur-Marneがサ

ン・・レミ修道院に帰属した後では実行不可能である。さらに彼は，この章

だけは自由身分の農民を表すのにingenuiではなくcoloniという語が使わ

れていること，この荘園に住む全住民に身分に応じた貨幣支払義務が課せ

られているが，これはcensus regalisに他ならないことを指摘し，この

部分はiもともとはフランク王権の作成した世俗ポリプティグで，・861年
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に土地譲渡と同時にサンgレミ修道院に引きわたされたものにちがいない

と主張する。その時点で，サン・セミ修道院と人身支配・保護関係を結ぶ

ようになった荘園外従属民のリストが加えられ，証人の宣誓によって文書

に挙証能力ボ与えられた。そして922～25年にCond6・sur-Marneの荘園が

修道士用財産として割当てられるとこの文書は土地譲渡についての覚書

（XXVIII試漕2部）とともにポリプティクに編入され，きらに記録の作

りなおしが行われ，それがXXVIII章の第3部になったのである。．

 ドヴロワの想定ooによれば，独自の負担記載様式を採用した第3部は10

世紀初めの作成ということになる。約50年の間隔をおいて作られた同一の

荘園についての記録における記載様式のちがいを，彼はマンス制度の展開

という流れのなかで理解しようとする㈲。すなわち，サン・ジェルマン・

デ・プレ修道院のポリプティクが作られた9世紀初めのパリ地方では，マ

ンス制度はまだ不安定な状態にあり，ポリプティクには領民の保有したマ

ンスの内容を，耕地，葡萄畑という具合にひとつづつ正確に記録する必要

があった。9世紀後半のランス地方では，マンス制度はすでに確立し，ポ

リプティクには保有民の名だけを記すだけで十分で，マンスの内容を個別

的に記載する必要はなくなった。そして10世紀初めには，'保有民の名を特

記することも不要になったのである。この想定は，マンスの均質化・抽象

化という考え方とも矛盾せず，それなりの説得力を持つということはでき

よう。しかしこれによってXII章に同じ記載様式が使われた理由や，プリ

ュム修道院のポリプティクで2種類の様式が併用されている理由を説明で

きるのか等々，多くの課題が残っているとしなくてはならない。

 これらの追加部分をドヴロワは，ポリプティクの「史料の生命」の証と

して，積極的に評価している。荘園が増加するたびに記録をポリプティク

本体に編入し，社会構造の変化に対応して所領管理理念が変ると，それま

での記録では無視されていた要素も新たに書き加え，領主はポリプティク

を，つねに現実を反映したものにしておく努力を続けていたのである。こ

うした努力は，しかし10世紀半ばで終った。それはとりもなおきずポリプ
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テイクの生命の終焉，いいかえればポリプティクという史料類型が有効性

を持つような社会構造の解体を意味している。サン・レミ修道院のポリプ

ティクに加えられたもうひとつの「不純物」サン・ティモテ教会のポリプ

ティク等3っの文書の合体物は，その象徴に他ならない。

 ゲラール版の刊本でVI～X章とされた部分は，異なった文書から成る

ひとつの完結したcodexカミポリプティクに入りこんだもので，ポリプティ

クの史料批判をめぐる諸問題が集中した㈱いわば問題の箇所である。ドヴ

ロワの態度はここを扱う場合でも変らない。すなわち，それぞれの文書は

いつ，どのようにして作られたのか，それらがcodexにまとめられたのは

なぜか。どうしてそれがサンー・レミ修道院のポリプティクに入りこんだの

か。探求の結果は，ポリプティクの変遷にかかわる重要な論点を明らかに

している。

 まず，3っの文書がまとめられた理由をドヴロワは，いずれの収入も

hospitalt6貧民救済に充てるためのものという共通点を持bていたから

だと考えているOP。10世紀後半，サン・レミ修道院は大変動の渦中にあっ

たos。司教座と修道院との分離が進行するなかで，修道士に割りあてられた，

つまり彼らが管理しなければならない土地が増加していっfe 。'サン・コA

ム教会，サン・ティモテ教会がその土地財産とともにサン・レミ修道院の

手甲に委ねられたのも，こうした流れと関係している。新たに取得した土

地については，当然その詔録をポリプティクに追加編入すべきであった。

しかしこの時期には，文書管理に関して，従来とは異った方向が現れてきた。

すなわち修道院の収入源を部署ごとに確定し，それぞれをひとつの文書集

成にまとめようとする指向である。たとえば貧民救済にたずさわる部署が

活動するのに必要な収入の源を確保し，それを文書にすることが，他者か

らの財産侵害に対抗するより有力な方策であると考えられるようになった

のである。したがってVI～X章をかたちづくるcodexは，サン・ティモ

テ教会がサン・レミ修道院に帰属した972年以降で修道院の改革運動がま
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だ続いていた時期，『おそらく10世紀の第4四半世紀にまとめちれたと・ドヴ

ロワは考えているee。

 このcqdexをかたちづくる3部分，なかでもサン・ティモテ教会のポリ

プティクの作成時期を確定する作業は，ドヴinワにとっても困難に充ちた

ものであった。彼はリュツォウの主張する9世紀後半，サン・レミ修道院

のポリプティクと同時期の作成という説を選択肢のびとつとして認めっ

っen，サン・ティモテ教会がサン・レミ修道院に併合された972年前後に作

成されたとの考えに傾いているua。・

 ここでドヴロワはVI章に含ま・れているRilly-la-Montagneにある教会と

その土地の記述を分析してみせるee。この部分は，もともとサン・レミ修

道院のポリプティクに含まれていた章を基礎として，附加的な記録が加わ

ってできたものである。ここで採用されている記述様式や対象への関心の

向けかたは，ヒンクマルスの規定にきわめて忠実である。したがbてこれ

はt．少くとも根幹部分は，ポリプティク作成時のサン・レミ修道院の手に

なると考えなくてはならない，と彼は主張する。

 Rilly-la-Montagneの土地財産のたどった運命を，ドヴロワはこう推測し

、ている鋤。サン・レミ修道院に併合される以前，サン・ティモテ教会は貧

困と道徳的頽廃に悩まされていた。972年，サン・ティモテ教会がサン・

レミ修道院に併合されるにあたってランス大司教はその基盤を強化するた

めに，この土地における十分の一面徴収権を与え，サン・レミ修道院も自

己の配下にあるRilly-1a-Montagneに所在する教会の得る収入をいわばサ

ン・レミの支店となったサン・ティモテ教会に委ねた。こうしてサン・テ

ィモテ教会のポリプティクはRilly-la-Montagneの教会の記録を含むよう

になる。しかし，この10世紀末の時期，社会構造は9世紀とは大きく変っ

ていた。前述のようにサン・レミ修道院は，サン・ティモテ教会併合後，

そのポリプティクを自らのそれに追加編入する方法をとらなかったのであ

る。

 VI～X章については，ドヴロワが確実なこととしているのは少くともそ
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の一部の文言は9世紀半ばに作られたものを原形としていること，3っの

、それぞれ独立した文書がひとつのcodexにまとめられたのは975～1000年

の時期であること．の2点である。

 サン・レミ修道院のポリプティクの研究については，もうひとつ，いか

にもドヴロワらしい論の進めかたをしたところとして，ポリプティクの欠

落を再現しょうとした試みについて一瞥しておこう魅

 このポリプティクに田平の欠落があることは，V章が中途でとぎれてい

ること，各荘園からの収入を合計したものとXXIV章にある全所領の収入

総計の数値との差などから，以前から予想されていた。ドヴロワは以下の

ような手続きによって，少くとも3ケ所の荘園についての記述が，かって

ポリプティクに含まれていたという仮説をたてている。

 まず，XIV章の直前，第8の折の冒頭には， Sancti Giogulfi partes

duae sunt Sancti Remigiiという文言がある。ドヴロワはこれを失われた

章の末尾だけが残存したもので，現在のSaint-Gengoulphに荘園があった

ことを示すと考えている。次に，Rilly-la-Montagneに所在するサン・レ

ミ教会も，かってポリプティクに記載され，この教会が併合後のサン・テ

ィモテ教会に委ねられた時点で記録もポリプティクから抜き出されたもの

ど考えられる。

 もうひとつ，Sacyについての章がポリプティクに含まれていたと，ドヴ

ロワは想定する。この土地は，11世紀の前半に作成された第1の土地台帳

に現れ，また992年ごろ発給の，ユーグ・カペによる土地確認文書でも言及

きれていることから，かなり以前からサン・レミ修道院の領地となってい

たことが予想できる。ところでポリプティクの末尾，XXVI章にあるベネ

フィキウムのリストからは，所領管理人majorの職にあるHainricusなる

人物がSacyにある葡萄畑を授与されていることが判る。このHainricus

が，どこの荘園を管理しているのかを推測してみると，ポリプティクのな

かで，所領管理人がいることが明記されていながら個人名が不明な荘園が

2ケ所発見できる。しかしこの2荘園はSacyから遠く離れ， Hainricus
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が当該荘園で管理人の職務をはたしながらその合間を利用して問題の葡萄

畑を経営することは不可能である。したがって，最も可能性の高い仮説は，

Sacyにサン・レミ修道院の荘園があり，Hainricusが管理人の職にあった

が，その記録はポリプティクから失われてしまった，というものである。

 この仮説についてもまた，着想の鋭さに感歎すること以外には，とりあ

えず私たちにできることはなさそうである。

                rk

 いままで述べてきたように，ドヴロワは，サン・レミ修道院のポリプテ

ィクが9世紀初めから10世紀末に至る期間に作成された文書の結合体であ

ることを明らかにした。ついで彼は，ランスにおいて，ポリプティクの作

成と改訂は，7世紀から10世紀まで連綿と続いていたことを論じている。

それを，彼の最近の論文によってあとづけてみょう。

 ドヴロワがここで拠りどころとするのは，フロドアルドゥスの『ランス

教会史』のな：かの，歴代大司教の所領へのかかわりを示す文言である。そ

の文言は，たとえばソムナティウス（Somnatius在職610～630頃）の場合

はColonias etiam villaruM quarundam episcopii dispositis ordinavit

servitiis（賦課を整理し，ついで司教領のいくつかの荘園の保有地を編成

した）とあり，またヒンクマルス（Hincmarus在職842～882）については

Res preterea et villas episcopii pene omnes， ordinatis rationabiliter

coloniis， describi fecit（保有地を規範にしたがって整理したのち，司教領

のほとんどすべての財産と荘園について記録を作成した）というように，

ordinatio， describere等の語を用いながら．，司教ごとに異った言いまわし

が採用されているea。ドヴロワの主張によれば，このような文言のちがい

は，フロドアルドゥスがrランス教会史』を執筆する時に参照した諸文献

の言いまわしに由来し㈱，したがってフロドアルドゥスの作品における文

言の変化は，ランス大司教，およびサン・レミ修道院の所領政策の変化に

対応しているということになる。その流れをドヴロワは，次のように整理

する。
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 所領政策が明確な形で現れたのは，7世紀のはじめ，ソムナティウスの

時期である㈱。それ以降，ランスの教会は所領を再編成し，ordinere 一

整序一する作業を続け，その結果をordinatioという記録に書きとめた

のである◎作業の関心は保有地からの収入を確保することに集中し，した

がって保有民そのもの，あるいは保有民以外の従属民，きらには領主直領

地の記述はordinatioには含まれていなかったQ

 リゴベルトゥス（Rigobertus在職690～730）についての文言のなかに，

descriptioという新しい語が現れるas。ここにドヴロワは，メロヴィング形

のポリプティクのランス地方への出現を見る。それは荘園ごとに保有地と

保有民，彼らの負担を記録したものであるが，領主直領地に関しては相変

らず沈黙していた。

 リゴベルトゥスの後任者たちの記述では，rランス教会史』は，ふたた

びordinereという語を用いている。しかしr教会史』の文言はordinere，

およびその結果であるordinatioの性格が大きく変ったことを示しているss。

それまではordinereとは，個々の荘園ごとに保有地と負担を再編成するこ

とであった。ところが8世紀に入ると，この語には荘園内に居住するきま

ぎまな領民を支配するための法の制定という意味がっけ加えられるように

なる。つまりここで，収入確保を主眼とした所領管理gestion domaniale

と並んで，社会の取締contr61e socia1が領主の関心のなかに入り，ordinatio

も，両者を視野に入れるようになっていく。こうして作られた記録は，す

でに十分にポリプティクの名に値するものであるが，記録は依然として，

それぞれの荘園や隣接したいくつかの荘園で構成される荘園群ごとに，個

別的に作成されていた。また，記録される範囲も保有地と保有民の負担に

限られ，領主直領地への言及は行われなかった。

 9世紀に入り，おそらくはウルファリウス（Vulfarius在職803～814）

の指導の下でサン・レミ修道院のポリプティクの1～V章が現れるen。こ

こで初めてポリプディクは領主直領地の記録を含むようになる。その一方

で，ここでは社会の取締への関心は低く，荘園に居住する領民についての
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具体的な言及はきわめて少い。しかしそれ以降，領民への関心は，彼らの

自立化傾向のなかで荘園の秩序を再編しようとする指向にうらづけられて

しだいに強くなっていく。9世紀後半，ヒンクマルスのイニシアティヴに

よりポリプティクのXIV～XXVI章にあたる部分，および1～V章の追補

が作成される艦ここで初めて，ほとんど全荘園が記述の対象となり，ま

た荘園の全構成要素が記録されるようになった。荘園の全構成要素をポ、

リプティクという完結した文書に記録するという大原則がここに確立し・

以後サン・レミ修道院は新たな荘園を入手するたびに，すぐにそれについ

ての記録をポリプティクに編入し，もしなんらかの理由で荘園を失った場

合には，おそらく該当する章をポリプティクから切り離すという作業を続

けていくCUo

 しかし10世紀末になると，ポリプティクの機能はおとろえてくる㈹。ポ

リプティクの関心は収入確保という一面に集中しtそれについてざえ，す

でにポリプティクは有効な手段ではなくなっていた。サン・ティモテ教会

のポリプティクなど3っの独立した文書が合体したcodexは，貧民救済と

いう特定の機能にかかわる収入だけを確保するという意図を持ち，その意

味で，全荘園を記録するという．ポリプティクの大原則とは正反対の立場に

立っていた。さらにまた，このcodexの文言は，ポリティクという道具を

用いて10世紀末の現実を記録することに，いかに無理があるかを示す＠こ

とによって，．ポリプティクの終焉を告げているのである。

 ドヴロワは，ランスにおけるポリプティクの歴史を以上のように述べて

いる。ここで注目しなくてはならないのは，次の点であろう。ポリプティ

クが現実の社会のどの面に関心を向け，記録に残したかへの，．不断の関心，

次に，ポリプティクの作成が，在地秩序の変化に対応した作業で，しばし

ば領主はその作成を通して在地秩序の変化に積極的に関与していたことの

強調。こう、して彼はボリプティクを動態的に読みとく作業のひとつの具体

例を'呈示して・いるのである。1
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 ドヴロワの視角をあえてk般化，『図式化するならば，史料1とくに文書

史料を扱う際の起草者の主観的意図を十分に勘案すること，史料は現実の

反映であるばかりではなく，現実に変革をうながすものでもある一つね

に史料は現実を追いかけるとは限らず，現実が史料を追いかける場合もあ

る一ことの認識，という2点にしぼられるであろう。これを出発点とし

て，彼はポリプティクの史料価値をきわめて低く評価しようとするフォシ

エらの考え㈱を鋭く批判する㈹。ドヴロワによれば，こうした考えは，方

法論上の根本における不明確さに由来しているということになる。良い史

料，悪い史料という区別は意味がない。完全に「客観的」な史料などとい

うものは存在しない。歴史家の仕事とは，主観的史料を用いて現実に迫ろ

うとすることである。こう覚悟を述べたうえで彼は，ポリプティクへの新

しい接近方法を提唱する。すなわちポリプティクを「解読する」とは，次

のように問いかけることである・＠。

 ①ポリプティクはその作者について，その作者はポリプティクについて

何を伝えているか。

 ②そのような史料が存在したという事実が，同時代の社会についてどん

なことを伝えているか。

 ③ポリプティクは農村世界のいかなる部分に光をあてているか。ポリプ

ティクの証言はどんな特質を持っているか。

 これら3っの問いかけがどのような成果を生みだしうるかは，未だ未知

数である。しかし，ドヴロワの研究は，少くとも②に関しては，問いかけ

の有効性を証明していると判断してよかろう。

                '7ili”

 こうした，史料をほとんど逐語的に検討し，そこにこめられた証言を・

残さず読みとろうとする彼の試みが，いままでの歴史家が見過してきた数

多くの論点を明らかにしつつあることは疑えないとζろである。、しかし，

このような手法にはつねに危険がっきまとっていることも確かであろう。・

史料の解読作業が歴史家の恣意によってねじ曲げられる危険，そレて歪曲
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を検証して是正することの困難さ，さらには個々の証言の「個性」が強調

きれるあまり，研究が断片的情報の総花的呈示に終ってしまう危険，こう

した危険と無縁な歴史家は存在せず，そしてドヴロワは危険を十分に認識

し，しかもこうした危険とのつばぜりあいのなかで自らの研究を進めてい

くことが歴史家の名誉に他ならないのではあるが，ドヴロワの研究におい

て危険はとりわけ大きく，したがって彼の手法を私たちが安易に模倣する

ならば，それは自殺行為に等しいといわなければならない。

 危険を回避する方策を，ドヴロワは2つ示している。ひとつは，史料を

扱うにあたって理念形としての史料類型モデルを措定し㈹，このモデルと

実際の史料との比較を通じて問題を明確にしていくこと，もうひとつは，

真の「テクスト」たりう．る新しい刊本の作成㈹である。

 前者を具体化したものとして，・ドヴロワはポリプティクの理念形を呈示

し，それを手がかりとして所領類型論㈲を構築することを提唱している。

理念形としてのポリプティクは㈲，所領管理gestion domanialeと社会の

取締contr61e socia1という二重の機能を持っていなくてはならない。所領

管理の指向は，さらに土地財産の安定性の確保，所領管理人の統轄，収入

の見つもりという3方向への関心となって表れ，一方社会の取締への指向

は，荘園制度の確保（領民の再生産と賦課の徴収を確実ならしめる）と法

の創出あるいは整備という2っの方向をとる。それぞれのポ．リプティクが

上にあげた計5っの方向のうちどれに関心を示しているか，どの方向にお

いて自己の望みを達成しているかを検討するなかから所領ごとの特質が浮

びあがるさまを，ドヴロワはベルギー一南部におけるいくつかの事例につい

て述べている㈲。たとえばロップ修道院のポリプティクは，保有民の負担

について詳細に記録する一方で，保有民の名を特定していないところがら，

領主の関心はなによりもまず収入の確定に向いていたとされ，またプリュ

ム修道院のポリプティクがアルデンヌ地方に所在する荘園を記述するにあ

たっての領主直領地の注意ぶかい描写，保有民の名の明記は，このポ，リブ

ティクが所領管理の手段であると同時に，荘園の在地秩序を確立し，明確
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な形で表そうとする指向を示していると評価される。こうして得られた各

所領の像は，所領類型と比較されることによって，西欧中世初期農村の全

体像を構築することに寄与するのである。

 後者については，彼自身がサン・レミ，ロップ両修道院のポリプティク

の新しい刊本を作成している，という以上のことを改めて述べる必要は

ないだろう。テクス・トの作成作業は，彼にあってはテクストの解読作業

d6codageと，文字どおり一体とな6ている。

 以上2っの危険回避策の他，もうひとつの方策がある。実はこれについ

てドヴロワは明確なかたちで述べているわけではなく，本人もそれを自覚

的に用いてはいないのかもしれない。あるいは西欧，とくにベルギーの歴

史家においては，それは空気のように絶対に不可欠なもので，それゆえ

にその存在をごとごとしく書きしるすまでもないと考えられているのかも

しれない。しかし，それをあえて言葉で表すとすれば，「史料の生命」㈲を

正しく認識するということになるのであろう。書きとめられた文書が文言

の書きこみや削除をうけ，あるいは文書集成に収められ，必要に応じてそ

こから切りはなされて別の集成の一部となる。こうした個々の史料の生命

の変転と同時に，ある史料類型が社会の要請や関心に応えるかたちで確立

し，やがて社会の変化に対応できずに衰退していく，類型としての史料の

生命もまた，ドヴロワの業績によって明らかにされている。こうした史料

の生命とは，基本的には史料と社会との相互関係に規定され，したがって

それを正しく認識するとは，史料を歴史の流れのなかに正しく位置づける

ことに他ならない。そして歴史家は史料と社会との関係をつねに検証する

ことによって，史料操作において恣意が混入する危険を，少くとも減らす

ことができるのである。

                rk

 以上，ドヴロワの近業について簡単な紹介と若干のコメントを書きつら

ねてきた。もとよりこれは，彼の議論の一部を，それも表面をなぞったに

すぎないが，非凡な歴史家としてのドヴロワの片鱗は示しえたと考える。
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現在のところ彼の論は，ヨーロッパの学界においても完全にうけ入れられ

ているわけではないが，やがて，その問題提起を正面から受けとめた研究

が続々と現れ，中世初期農村史に豊かな成果をもたらすことになるであろ

う。・

 私たちの現在おかれている状況に引きよせていえば，ドヴロワめ業績が，

一見伝統破壊的に見えながら，根本において史料ぺの忠誠というヨーロッ

パ歴史研究の伝統をひきついでいることを強調しておくのは無駄ではない

だろうQ彼の業績は，史料の注意ぶかい検討が新たな問題意識を生み，そ

の問題意識が史料への忠誠を新たに定義するという形で発展している。こ

うしてドヴロワは，なにより．もまずベルギー中世史学の最も正統的な一

困習の慢然とした受容を断乎拒否することまで含めて一担い手の一人と

して，私たちの前に立ちあらわれてくるのである。
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